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■在宅医療を担う機関 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

訪問看護事業所数及び従業員数 

出典： 
訪問看護ステーション数､病院又は診療所数：厚生労働 省「介護給
付費実態調査・各年７月 審査分」 

従業者数（常勤換算従業者数）、利用者数： 「介護サービス施設・事
業所調査」 

（注 : 平成21年は調査方法の変更等による回収率変動の影響を受け
ているため、数量を示す従業者数、利用者数の実数は平成20年以前
と単純に年次比較できない。）  

論点１．入院していた患者が、地域に戻り、生活しながら必要な医療サービ
スを受けるためには、在宅医療を担う医療機関の連携強化や人材育成の
ために、どのように取り組むべきか。 

出典：保険局医療課調べ 平成22年7月 

○ 在宅医療を担う機関の届出等 

○ 在宅療養移行や継続の阻害要因 
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○ 在宅での看取り回数（H22） 

○ 在宅医療の提供機関数は増えつつあるが、在宅療養移行及び継続の阻害要
因として「往診してくれる医師がいない」とされるなど、有効に機能していないので
はないか。 
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■医療・介護のニーズ 
  
 
 
■ 都道府県によって高齢者人口に差が生じており、特に都市圏では長期に 
わたり高齢者が増加していく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 看取りの場所については、病院77.9％、診療所2.4％と、約８割が医療機
関となっている。 
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○ 死亡場所の推移 

○ 高齢化が進み、医療・介護のニーズが高まっていく中、その受け皿としての在宅
医療・介護の体制整備を加速し、看取りも含めた在宅医療をさらに推進していくべ
きではないか。 

○ 都道府県別65歳以上人口の推移予測 

 資料出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計） 」より作成 

病院 

自宅 
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２．在宅医療提供体制を整備するための施策 
■ 医療計画 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■ 在宅医療連携拠点事業（モデル事業） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  実施主体：自治体、医療機関、薬局、訪問看護ステーション等１０５事業所で実施 
  事業内容：在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の

支援体制を構築し、医療と介護が連携した地域における包括的かつ継続的な在宅医
療の提供を目指す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

○ 実施主体が手上げ式のモデル事業のままでは、105事業所から全国規模

に拡大することが困難であり、責任主体を明確にした上で制度化するべきで
はないか。 

○ 多数の機関との調整を円滑に行うために、中立的な立場でステイクホル
ダー間の調整が可能な市町村の関与が必要ではないか。 

○ 都道府県が医療計画を市町村単位の医療・介護資源の実情に応じて策定
するだけでなく、介護保険事業の実施主体である市町村が、在宅医療につい
ても当事者意識を持って関わっていくための仕組みが必要ではないか。 
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論点２．地域で、医療・介護のサービスを受けながら生活する人たち
が、在宅生活を継続するために必要となる個別の利用者の視点に
立った訪問診療、訪問看護等が提供されるために、どのように取り
組むべきか。 

１．医療と介護の連携の実態 
  
 
 
 
 
 
 
○ケアマネジャーが困難に感じる点の上位に、医療との連携があげられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
○ADL改善可能性の高い事例の7割はリハビリの利用がなく、医療の必要な事例の3割 
   は訪問看護を利用していない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.2 

19.4 
33.7 

38.6 

14.2 
29.7 

12.2 

3.5 
43.0 

43.0 

7.7 

5.2 

5.1 

39.3 
18.9 

38.3 

42.4 
13.9 

29.7 

9.4 
3.2 

49.9 

39.4 
9.8 

3.5 

4.5 

0  10  20  30  40  50  60  

業務多忙で、全員のケアプランを十分に作成できない 

利用者・家族の意見を十分に聞く時間がない 

課題を抽出し、長期目標・短期目標をたてるのが難しい 

利用者と家族の意見に違いがあり、調整が難しい 

利用者や家族の意見と、ケアマネジャーの意見に違いがあり、調整… 

必要なサービスが地域に不足している 

サービス提供事業者を探すのに時間がかかる 

事業所の併設サービス等をケアプランに入れるような事業所の方針… 

医師との連携が取りづらい 

介護保険以外のインフォーマルなサービスが不足している 

指導・監査を前提にしてサービスを調整してしまう 

その他 

無回答 

   ：医療系ケアマネージャー 

   ：介護系ケアマネージャー 

○ ケアプランに医療的視点が反映されていない現状を改善し、リハビリ
の適切な活用等により利用者の自立支援に資するために、地域ケア会
議など公的な主体がその作成に関与すべきではないか。 

○ 関係職種が協働できる場の設定が必要であり、たとえば市町村をそ
の機関として位置付けるべきではないか 

 資料出典：株式会社三菱総合研究所「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の実態に関する調査報告書」 
 平成21年度老人保健健康増進等事業 
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 ＡＤＬ改善可能性が高い事例の 
リハビリテーション（通所・訪問）の利用状況 

 医療の必要性別 訪問看護の利用状況 
（要介護４～５） 
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 資料出典：株式会社日本総研「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する調査研究」 
 平成23年度老人保健健康増進等事業 
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２．医療と介護の連携に関する取組み 
 
 
 
 
 
 
○ 在宅医療連携拠点事業では、市町村の設置する地域包括支援センターへの協力が行われて

いるが、拠点の数は限られており、また、必ずしも、地域包括支援センターを設置する市町村か
ら、在宅医療連携拠点事業へ積極的に働きかける仕組みにはなっていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 医療の取組と介護の取組について、それぞれの実施主体が連携しながら
事業を進めていく必要があるが、医療側からの協力を促進するために、たと
えば市町村が両事業の中心となる主体として位置付け、より積極的な関与
を求めるべきではないか。 

市町村

地域包括ケア体制について
（平成２４年度予算関係）

地域包括支援センター（４,２２４ヶ所）

「地域ケア会議」の設置・運営

24’予算 約４８６億円
※包括的支援事業及び任意事業の国庫補助額

地域ケア多職種
協働推進等事業等

（老健局）

24’予算 約８．２億円

○地域包括ケア推進指導
者の養成

○「地域ケア会議」の
運営指導

○専門職の派遣
・ＯＴ、ＰＴ、管理栄養士、
弁護士等

○ワンストップ相談支援
事業

○家族介護者支援

在宅医療連携
拠点事業
（医政局）

24‘予算 約２１億円

○多職種連携の課題に対
する解決策の抽出
・在宅医療に関する連携スキ
ームの構築

○在宅医療従事者の負担
軽減の支援
・一人開業医の２４時間体制
のサポート（輪番当番制）

○効率的な医療提供のため
の多職種連携
・コーディネーターの配置
・地区医師会との連絡調整

○普及啓発
○人材育成

人材育成や
後方支援

医師会の協力
体制づくりや
医師の参加等

保健師 社会福祉士
主任

ケアマネジャー

＜実施箇所数＞
申請のあった
都道府県・市町村

【趣 旨】
医療・介護従事者、行政機関、家族等の支援関係者や対象
者が一堂に会し、個々の利用者について、アセスメント結
果を活用したケア方針の検討・決定等を行う。

（構成員の例）
市町村、ケアマネジャー、
医師、医療関係者、
介護サービス事業者、
家族

利用者 ケアマネ 医師等

＜実施箇所数＞
１０５箇所
※モデル事業

＜実施主体＞
都道府県
市町村
地域包括支援ｾﾝﾀｰ

＜実施主体＞
都道府県、市町村、医
療機関、訪問看護事業
所、医師会等職能団体
等

※ 地域包括支援センター及び在宅医療連携拠点の連携については、地域の実情により柔軟に行うこととする。

介護事業者
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